
笠間市役所
令和３年１月17日（日）情報提供資料

この件に関するお問い合わせ
笠間市役所　秘書課広報戦略室　担当：山内

電話番号：0296-77-1101 (内線224)　ファックス番号：0296-78-0612　e-mail：info@city.kasama.lg.jp

取材・記事掲載依頼
報道関係者各位

県の緊急事態宣言に伴う市施設の利用制限

■利用中止となる主な施設

・いこいの家はなさか（温浴施設）
　
・ゆかいふれあいセンター（健康増進施設）

・屋内体育施設（体育館・武道場等）

１月1８日（月）　から２月７日（日）までの期間、利用制限を行います。

　表題の件について、市内公共施設の利用を制限します。
　報道関係者の皆様には、当市施設の利用制限等の周知にご協
力をよろしくお願いいたします。

※各施設の利用制限については、別添（市ホームページで公表）
の施設利用一覧のご確認ください。
　


